
 
 

９．５  健康福祉情報課 
健康福祉情報課は管理栄養士、保健師で構成され、業務は①調査研究（主に県健康福祉部が取り組む課

題に応じた内容）、②県、市町村の保健師・管理栄養士（栄養士）・歯科衛生士の人材育成（各種研修事業

及び現任教育支援体制の整備に関すること）、③公衆衛生情報等の収集・解析・提供機能として、保健・介護・

医療保険に関するデータの収集・分析・提供を担っている。 

令和５年度は、令和６年能登半島地震被災地での健康管理業務支援のため、島根県から保健師等の応援

派遣が行われ、当所保健師も支援チームスタッフとして能登町での支援活動に従事した（２回）。 
 

１．調査研究 

１．１ 健康寿命の延伸に影響を及ぼす要介護原因疾患

の分析と社会的要因の考察 (R2-R6) 

（１）目的 

健康長寿しまね推進計画で目標に掲げている「健康寿

命の延伸と地域差の縮小」のため、県内の健康寿命が長

い市町村と短い市町村を対象とし、要介護原因疾患等の

分析や、健康寿命に影響を与える社会的要因を考察し、

課題に基づく地域の取組につなげることを目的とする。 

（２）研究概要 

ア 要介護原因疾患等の分析 

（ア）分析対象市町村の介護に関する情報の収集・分析 

（イ）分析対象市町村の介護度に影響を与える生活背景   

の把握 

イ 健康寿命に影響を与える社会的要因の考察 

（ア）分析市町村の社会的要因に関する情報の分析 

（イ）分析対象市町村の保健師等が健康づくりや介護予

防にプラスになると捉えている地域の特徴の把握 

（３）令和5年度実績（進捗状況） 

ア 要介護原因疾患等の分析 

（ア）R2年度新規要介護認定者のデータの集計・分析 

分析対象市町村から受理した令和 2 年度新規要介護認

定者データ（雲南市604 人、浜田市825 人）の集計・分

析を行い、要介護原因疾患は両市とも男性は認知症・脳血

管疾患・悪性新生物、女性は認知症・骨折・転倒・関節疾

患が多いことや、新規認定時の年齢階級・介護度に両市で

差があること等が明らかになった。 

また、島根県健康指標データベースシステム（SHIDS）

を活用し、主な要介護原因疾患を除去した場合の65歳平

均自立期間の延びのシミュレーションを行った。 

イ 健康寿命に影響を与える社会的要因の考察 

健康寿命に影響を与える生活背景・社会的要因の把握

方法について健康寿命延伸ワーキング等で検討し、既存

の量的データの収集・分析により対象市町村の現状を把

握した上で、必要に応じてヒアリング調査等質的データ

の収集・分析を行う方針となった。 

量的データは先行研究等で健康や要介護状態に影響を

与えることが示唆されている指標を参考に既存データの

収集・分析を行い、3/6のワーキングで結果報告と意見交

換を行った。 

ウ 検討の場 

分析対象市町村等・保健所・調査研究アドバイザー・保

健環境科学研究所で構成される健康寿命延伸ワーキング

を設置し、進捗報告と今後の取組についての意見交換を

行った(7/13、3/6)。 

また、健康福祉情報課内検討会(調査研究アドバイザー

講師)を行った(4/18、6/22、9/11、10/3、2/28)。 

１．２ （しまね健康寿命延伸プロジェクト事業） 

モデル地区活動の横展開に向けて、活動プロセスの促進・

阻害要因の分析に関する研究（R3-R6） 

（１）目的 

県では地方創生計画を策定（R2-R6）し、令和2年度か

ら「しまね健康寿命延伸プロジェクト」がスタートした。

プロジェクトの 1 つに「モデル地区活動の展開とその横

展開」が求められており、モデル地区活動のプロセス評価

を行い、その結果を元に、地域活保健活動の横展開をする

ためのツール等を提案することを目的に実施する。 

（２）令和5年度実績 

ア 保健所・市町の管理職調査（令和5年3月調査） 

【方法】アンケート調査。【解析対象者】モデル地区活動

を実施する保健所7名、市町7名。【調査内容】(ア)以

下9項目の実施の有無とその具体的な内容。a体制整備、

検討の場として(a)担当課内、(b)部内、(c)他部署、(d)市

町と保健所。b周知方法として(e)住民、(f)関係機関、(g)

首長・幹部。cその他として(h)方針の明確化、(i)保健師

等の人材育成。（イ）年度当初と年度末の総合評価とその

理由。(ウ)成果と課題。（エ）モデル地区活動の波及に関

する意見。(オ)住民と協働した地域保健活動と行政の役

割。(カ）今後の活動に関する意見を調査した。 

イ 保健所・市町職員調査(令和5年3月調査） 

【方法】アンケート調査。【解析対象者】モデル地区活動

を実施する主担当、副担当、メンバーで、保健所11名、

市町13名。【調査内容】(ア)年度当初と年度末の評価と

その工夫点。内容は以下の14項目である。a地区診断の

プロセスの評価として、(a)現状分析、(b)社会資源分析、

(c)ネットワーク図（地域ケアシステム図）作成、(d)課題

整理。b関係機関・住民との関係性の評価として、(e)保

健所と市町の関係性、(f)住民と関係性、(g)関係機関との
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関係性、(h)組織内の体制づくり。c住民と協働した活動

の評価として、(i)地域づくりの目指す姿の明確化、(j)地

域住民と協働していく姿勢、(k)住民力、(l)評価指標の明

確化、(m)住民の行動変容、(n)住民主体の活動。(イ)活動

の成果と課題。(ウ)研修事業で学びながらモデル地区活

動を実施した成果。(エ)モデル地区活動の波及。（オ）今

後の活動について調査した。 

ウ 保健所・市町管理職＆職員調査のまとめと今後の方

向性（令和5年3月調査） 

【結果】令和5年3月調査は、令和4年度の活動状況に

ついて調査した。令和 4 年度は新型コロナウイルス感染

症への対応と平行しながらモデル地区活動が取り組まれ

ていた。モデル地区活動の6つの特徴に合わせて整理し、

以下の点が明らかになった。(ア)健康寿命延伸に不可欠

な生活習慣に関する効果的な活動では、「住民にわかりや

すく、行動したくなる情報発信」「地域の健康課題の見え

る化」「住民と一緒に考える場設定」の実施。(イ)住民と

協働した活動では、a地域住民の協働する姿勢として、「信

頼関係の構築」「住民ニーズに応じた活動」「地区のキー

パーソンと協働した活動」の実施。b住民主体の活動とし

て、「住民の意向に沿った活動から始め、住民に寄り添っ

た活動の展開」の実施。c住民力を活かした活動として、

「地域特性に応じた活動の展開の工夫」。（ウ）地域を基

盤とした活動として、「市町自治体内、保健所内における

体制づくり」「健康づくり部門以外の部署との連携」「健

康づくりからまちづくりへの視点を入れた関係機関・団

体とのつながりの構築」。（エ）保健所と市町の協働した

取組では、「モデル地区活動を円滑に実施するために、保

健所と市町の間で定期的な検討や一緒に地域に出向く」

など連携の強化。また、「担当者が働きやすい環境づくり」。

(オ)モデル地区活動を通じた保健師等の人材育成では、

「地域活動の実践能力の獲得」「プレゼンテーション能力

の向上」。 

（カ）今後の地域保健活動の推進に向けては、「行政の役

割」「保健所と市町村との協働体制」「住民との協働」「住

民主体の活動」「活動の広がり」「人材育成」「活動の具

体的な展開方法」などが明らかになった。 

【今後の課題】①健康づくり活動に取り組むことが難し

い者への働きかけ、②産業保健等他分野との連携、③地域

の担い手の人材育成、④健康づくりだけでなく医療・介護

を含めた視点で１次予防から３次予防までの視点での活

動展開等が挙げられた。 

エ 検討の場 

本研究は、県健康推進課、島根県立大学との共同研究で

ありワーキング会議（R5.10.12）(R6.3.27)を開催し、調

査に関する方法・内容・結果等について検討した。 

 

１．３ 島根県の地域ごとの食生活の見える化に向けた

研究（R3-R6） 

（１）目的 

県内で実施する栄養調査の平準化と、それを用いたデ

ータの蓄積により、地域ごとの食生活の見える化・課題の

明確化を進め、住民主体の健康なまちづくりへつなげる

ことを目的とする。 

（２）実態把握と栄養調査の平準化の取組 

ア 経年データの分析 

令和 3 年度と 5 年度に県内 7 地区で実施した

BDHQ 調査データ（令和 3 年度 2,328 件、令和 5

年度 1,961 件）の集計・分析を実施した。 

【結果】栄養素等摂取状況、食品群別摂取状況は、調査

年度間、地域間で有意な差は認められなかった。 

肥満者割合は、海岸部が有意に高く、特に男性の青壮年

期世代の肥満者割合が高かった。 

65 歳以上女性の低栄養傾向者の割合は、全国と同程度

で、市街地での該当者割合が最も高かった。 

なお、栄養調査対象者の世帯構成や食品へのアクセス

などの対象者を取り巻く社会環境については、未把握の

ため、これらを含めた検討は実施できなかった。 

イ 島根県基準データの作成 

データは、平成 28 年に島根大学が実施した「生

活習慣病関連要因と食生活に関する疫学研究」の

BDHQ 調査（606 件）のデータ提供を受け使用した。 

基準データは、栄養素等摂取量、食品群別摂取

量の他、県の課題である食塩摂取量に影響する食

品や料理の摂取習慣頻度等について作成するこ

ととし、性別、年代 4 区分別（20-39 歳、40-64

歳、65-74 歳、75 歳以上）に算出した。 
項目 

栄養素等摂

取量 

BMI 

エネルギー 

たんぱく質（動物性、植物性） 

脂質（動物性、植物性） 

炭水化物 

食物繊維 

アルコール 

ナトリウム 

食塩相当量 

カリウム 

ナトリウム/カリウム比 

カルシウム 

鉄 

ビタミンＤ 

葉酸 

ビタミンＣ 

食品群別摂

取量 

 

※野菜摂取

量は、緑黄色

野菜、その他

の野菜、きの

こ類の摂取

量を合わせ

穀類 

いも類 

砂糖・甘味料 

豆類 

野菜合計（緑黄色、その他、きのこ） 

果実類 

魚介類 

肉類 

卵類 
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たものとし、

漬物は含ま

ない 

乳類 

油脂類 

菓子類 

嗜好飲料類 

調味料・香辛料類 

食塩摂取量

に影響する 

食品や料理

の摂取頻度 

ハム・ソーセージなどの加工肉 

干魚・魚介練り製品 

せんべい・スナック菓子・もち・お好み焼きなど 

マヨネーズ・ドレッシング類 

パン（おかずパン・菓子パンを含む） 

うどん・ひやむぎ・そうめん 

ラーメン・インスタントラーメン 

魚料理（煮魚・鍋物・汁物） 

肉料理（和風の煮物・丼物・汁物） 

漬物 

麺類のスープ 

みそ汁 

【頻度】食事の時のしょうゆ・ソース 

【量】食事の時のしょうゆ・ソース 

主食のある朝食の頻度 

ウ 検討の場 

研究は、県健康推進課、島根県立大学、市町村、保健所

からなるワーキング会議を設置し推進している。令和５

年度は、ワーキング会議を１回（R5.12.7）開催し、市町

村ニーズ調査結果や「島根県栄養・食生活調査企画・評価

ガイドライン」の骨子について検討した。検討の結果、県

で集計支援し、収集するデータは、県内市町村が秋～冬

（10月～2月頃）に実施したBDHQ調査とし、ガイドライ

ンには、調査対象者数の基準や、調査時、調査実施後の確

認作業の留意点等を掲載することとした。 

 

２．保健師、管理栄養士、歯科衛生士の人材育

成（本庁関係課と連携し、県・市町村の保健師等の

研修事業等の実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．現任教育支援体制（R3.1一部改編） 

（１）人材育成指針、手引書等の作成 

ア 島根県保健師人材育成ガイドライン第2版 

 「島根県保健師人材育成ガイドライン第 2 版」を作成

するために、ワーキンググループ会議（R5.3.22）を開催

し、骨子の検討を行った。会議後に再度意見を集約し、結

果をメンバーに還元した。その後、国の「保健師活動指針

改定」等の動向を注視し、ワーキング会議等の具体的な動

きは、翌年度以降に実施することとなった。 

イ 新任時期の行政栄養士支援プログラム第２版 

「島根県行政管理栄養士人材育成ガイドライン」の策

定をうけ「新任時期の行政栄養士支援プログラム」を改定

することとし、令和 5 年度は県内市町村や保健所におけ

るプログラムの活用状況や、プログラムの内容について

の要望を把握するため調査を実施した。ワーキング検討

会議（9/12,2/27）ではプログラムの骨子を検討した。 

（２）基盤整備の充実 

ア 現任教育支援体制の充実 

（ア）現任教育支援検討会委員の充実 

 ・松江市、管理栄養士（養成校、保健所代表）追加（R3-） 

・全国保健師長会島根県支部長の追加（R5-） 

 ・管理栄養士ワーキング検討会議の設置(R3-)  

（イ）キャリアラダー面接の実施（R3～） 

県保健師に対するキャリアラダーによる面接は、令和

元年から保健所勤務の保健師について、保健所統括保健

師が実施し、今年度から保健所以外に勤務する保健師に

ついて、本庁の統括保健指導監が実施した。 

管理栄養士に対するキャリアラダー面接は、令和 3 年

度から実施している。令和 5 年度も保健所に勤務する管

理栄養士の自己チェック、職位上位者との面接、評価結果

を用いた管理期職員の意見交換を行った。 

（ウ）現任教育支援体制整備 

「すべての保健師等が地域に責任を持ち、地域特性に

応じた健康なまちづくりを推進する」ための現任教育及

びその体制づくりを推進するために学識経経験者、保健

所統括保健師、市町村保健師代表等で構成される現任教

育支援検討会（R6.3.7）が開催された。なお、当所は事務

局として参画している。 

（３）保健師、管理栄養士等の階層別研修 

ア 新任保健師等研修 

【前期1年目のみ】全県1日:7/5、22名参加 

【後期1～3年目】全県2日:11/21,11/22、63名参加 

イ 健康課題施策化研修 

研修カリキュラムを令和4年度から2年間とし、令和

5年度は、前年度に引き続き松江市、雲南市、奥出雲町、

県難病担当者、県栄養改善担当者の5チームが参加した。 

研修最終回は成果発表会とし、助言者として各チーム

の検討テーマに関する業務を所管する県庁担当課の課

長・課長補佐の参加を得た。講義は、健康寿命延伸プロジ

ェクトのモデル地区活動の効果的な推進を図るため事業

に取り組む保健所・市町村の担当者も受講できる体制と

した。集合研修を3回(6/19、9/14、11/8)、個別指導を各

チーム１回(7/26、8/2、8/18）実施した。 

ウ プリセプター研修 

昨年度に続き、西部からの参加の利便性を配慮し、松江

と浜田会場で開催（5/31）した。松江会場22名、浜田会

場6名の合計28名の参加であった。 

エ 中堅期保健師等フォローアップ研修 

統括

保健師

中堅期

保健師

管理期

保健師

新任期

保健師

育ちたい

育ち合い

中堅（後輩）を育てる

＜助言･指導＞

新任（後輩）を育てる

＜助言･指導＞

新任（後輩）を育てる

＜助言･指導＞

先輩を見て育ちたい

＜相談･報告＞
先輩を見て育ちたい

＜相談･報告＞

育ち合い

組織横断的なかかわり

現任教育支援検討会

職能団体 保健所･市町村現任教育連絡会保健所

県
保健環境

科学研究所

大学

プリセプター
指導者

サポーター

※所属組織によっては、指導者、プリセプター、統括保健師等が同一であることもあり得る

育ち合い

育ちたい 育ちたい

育ちたい

島根県保健

師人材育成

人材育成ガ

イドライン地域保健関係

職員研修管理期研修
中堅期研修

(健康課題施策化研修)
新任保健師

等研修

・看護協会

・保健師長会

・保健師協議会

・市町村保健師活

動協議会

・国保連合会 等

新任時期の

保健師支援

プログラム

連携

サポート

プリセプティ

統括保健師研修
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中堅期保健師等研修は、「個別事例アセスメント能力ア

ップ」を目的に、大阪大学大学院 教授 岡本玲子氏に指

導を得た。参加者は78名。 

オ 中堅期・管理期保健師等研修 

 この研修は、県と全国保健師長会島根県支部と共同開

催し（R6.3.9）、日本赤十字看護大学地域看護学 教授 

成木弘子氏に指導を得た。参加者は79名。 

カ 統括保健師等研修会 

 統括保健師に求められる役割と機能を獲得することを

目的に、集合研修を実施した（R5.11.15）。講師は、島根

県保健師育成トレーナー永江尚美氏。参加者は24名。 

キ 行政栄養士研修 

令和６年度からプレ管理期・管理期行政栄養士研修を

開催することとし、令和 5 年度は、島根県行政管理栄養

士（栄養士）人材育成検討ワーキングにおいて、対象者、

研修テーマ、講師等について検討した。 

（４）健康指標関連データ活用研修 

保健所の情報処理能力の向上を目的に、本庁で実施し

ていた研修を、平成26年度から当所の事業に位置づけた。 

平成29年度からは中堅期保健師等研修（H27～H29地域

ケアシステム構築研修、H30 中堅保健師研修、R1～ 健康

課題施策化研修）及び新任保健師等研修で、講義や指導を

実施している。 

 

３．公衆衛生情報等の収集・解析・提供 

（１）地域保健情報共有システム事業（HCSS） 

当所は、地域保健推進特別事業（H13～H15 ）の補助

を受けて、行政情報LANを利用し、本庁関係課・保健所・

保健環境科学研究所で地域保健活動に必要な情報を共有

するシステム（地域保健情報共有システム（HCSS））を構

築している。HCSSには、健康危機管理（食中毒・感染症・

毒物）、健康長寿しまねや健やか親子しまね等の地域保健

情報を登載している。 
HCSS のセキュリティ保持のため、年2 回パスワード

を更新し、利用者に周知している。 

（２） 健康指標モニタリング強化事業 

「公衆衛生情報等の収集・解析・提供」機能を強化す

るため、島根県健康指標データベースシステ（SHIDS）
の維持管理等を平成24年度から当所の事業として実施

している。平成26年度からは、本県の主要な健康指標

の状況を掲載した「島根県健康指標データベースシステ

ム（SHIDS）年報」を作成し関係機関へ配布している。

（令和５年度未発行） 

（３）保健情報の分析・提供機能 

保健情報機能として、本庁関係課と連携し、必要な情

報について分析提供及び保健所や市町村の要望に応じ情

報提供した。 

ア 健康寿命延伸プロジェクト 

島根創生計画に位置づけられる「健康寿命延伸プロジ

ェクト（R2～R6）」の企画・評価等を検討するため「し

まね健康寿命延伸プロジェクト事業検討会(2/1)」が開

催され参画した。また、モデル地区活動等を円滑に推進

するため「県・保健所連絡会」が開催され参画した。

（6/12、10/23、12/25）。 
あわせて、モデル地区活動等を効果的に推進、波及さ

せることを目的とした「健康寿命延伸プロジェクト研修

会」が開催され、参画した。（8/21、3/11） 

イ 脳卒中対策 

「脳卒中発症者状況調査（隔年調査：R5.1.1～

R5.12.31）」で、今年度は調査年であった。島根県循環

器病対策推進協議会は、10/11に開催された。 

ウ 母子保健対策 

「母子保健集計システム」「島根の母子保健」に係る

データの集計分析をした。また「健やか親子しまね計

画」の評価及び次期計画の策定に向けて令和4年度に実

施された「乳幼児アンケート調査」の最終報告書を作成

した。 

母子に関するデータの活用や分析について情報交換す

るため、市町村・保健所母子保健担当者連絡・情報交換

会（3/18）に出席した。母子保健集計システムの結果等

をもとに乳幼児健診の精度管理等について検討を行う島

根県母子保健評価検討会議は、開催されなかった。 

（４）各種計画の策定、評価、施策化に係る情報の収

集・分析・提供機能 

ア 第8次保健医療計画策定 

各種会議に参加するとともに、県庁担当課（保健所）

からの依頼に基づき保健統計資料を提供した。 

・健康長寿しまね推進計画評価検討会（1回） 

・県民健康調査ワーキング（1回） 

・県民栄養調査ワーキング（1回） 

・20歳未満の者の飲酒・喫煙防止についての調査実施に

向けた関係課等検討会（1回） 

・健康長寿しまね推進計画目標設定協議・データ提供 

・令和4年度島根県県民健康調査、島根県県民栄養調査

データ集計及び調査結果報告書の作成 

・事業所等健康診断データに係る集計・分析 

・圏域健康長寿しまね推進計画評価に係るデータ提供 

・健やか親子しまね計画 母子保健検討会（3回） 

・健やか親子しまね計画 母子保健部会（2回） 

・健やか親子しまね計画目標設定協議・データ提供 

・島根県健やか親子しまね計画評価のための乳幼児アン

ケート調査結果報告の作成 

その他、保健所、市町村等の要望に応じて保健統計資料

の情報提供を行った。保健所：1回 
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